
医療法改正（ 地域医療対策協議会関係） について 

１  医療法改正 

  現在開会中の国会で予定されている医療法の改正には、都道府県におい

て医師確保計画を策定することや臨床研修病院の指定権限及び研修医定員

の決定権限の都道府県への移譲とともに、都道府県に設置が義務付けられ

ている地域医療対策協議会に関する事項が盛り込まれている。  

２  地域医療対策協議会（ 改正前）  

根拠法令：「 医療法第３０条の２３」  

  都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設

け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の

確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項

に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。  

一 特定機能病院 

二 地域医療支援病院 

三 第三十一条に規定する公的医療機関 

四 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院 

五 診療に関する学識経験者の団体 

六 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関 

七 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する

社会医療法人 

八 その他厚生労働省令で定める者

３ 本県の現状 

本県では、医療審議会５事業等推進部会が地域医療対策協議会の役割を

担っている。

 （ 医療審議会５事業等推進部会）  

  所管事項： ５事業（ 救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周

産期医療、小児医療（ 小児救急医療を含む） 及び在宅医療の

確保に関すること並びに保健医療従事者の確保に関すること

  構 成員： 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、大学医学部、市

長会、ほか 

４  地域医療対策協議会に関する医療法改正の内容 

 ＜地域医療対策協議会の機能強化＞ 

具体的な医師確保対策の実施を担う医療機関を中心に構成員を再構成す

るとともに、都道府県内の医師確保関係会議を整理・ 統合し、大学・ 医師

会・ 主要医療機関等が合意の上、医師派遣方針、研修施設・ 研修医の定員

等を決定する。  

５  改正への対応（ 案）  

法律の改正をうけ、現在、地域枠医師等の医師確保施策の協議を行って

いる地域医療支援センター運営委員会の構成員を再構成するとともに、名

称の変更を行い、地域医療対策協議会としての役割を担うこととする。

 組 織：（ 現 在） 地域医療支援センター運営委員会 

（ 改正後） 地域医療対策協議会 

  所 管： 医師確保に関すること（ 地域医療支援センター関係を含む）  

  構成員： 特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修病

院、学識経験者の団体、医師養成大学等 

これに伴い、医療審議会５事業等推進部会は、地域医療対策協議会とし

ての位置づけはなくなるが、引き続き保健医療従事者のうち医師を除く も

のの確保について所管する。  

※  平成３０年度に、医療法改正の具体的な内容を基に、地域医療支
援センター運営委員会を地域医療対策協議会とすることについて、

検討する。  
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